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議第196号

（総則）

第１条　令和6年度京都市水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところ

　による。

（収益的支出の補正）

第２条　令和6年度京都市水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）

　第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

　　　　(科　　  　目) (計)　

千円 千円 千円

　第１款　水 道 事 業 費 用 31,361,000 232,000 31,593,000

　　第１項　営   業   費   用 27,793,920 232,000 28,025,920

（資本的支出の補正）

 「2,049,319千円」を「1,817,319千円」に、「14,999,260千円」を

 「15,263,260千円」に改め、同条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり

　補正する。

　　　　(科　　  　目) (計)　

千円 千円 千円

　第１款　資  本  的  支  出 36,000,000 32,000 36,032,000

　　第１項　建  設  改  良  費 21,207,856 32,000 21,239,856

（利益剰余金の処分の補正）

第４条　予算第９条各号列記以外の部分中「2,049,319千円」を

 「1,817,319千円」に改め、同条第１号中「1,465,274千円」を

 「1,233,274千円」に改める。

　　令和6年11月27日提出

                 　　           京 都 市 長　　松　　井　　孝　　治　

提案理由

  職員の給料等に要する経費を補正する必要があるので提案する。

　 (既決予定額)   (補正予定額)

第３条 予算第４条中「18,738,000千円」を「18,770,000千円」に、

　　　令和6年度京都市水道事業特別会計補正予算

　 (既決予定額)   (補正予定額)


